
番号 議題 質問の内容 回　答

1

家庭ごみの
個別（戸別）
回収につい
て

　町内では、ごみの分別や出し方などについて、ルール
どおりに行動しない人が散見され、これらの人にルール
を守っていただくようにすることは、自治会にとって至難
であり、大きな負担である。
　住民からは、「個別（戸別）回収について市から働きか
けてもらいたい」との意見もあることから、本件について
市の基本的考え方、検討状況を教えて欲しい。

　戸別収集については、排出者の明確化に伴う分別マナーの向
上、収集所の管理の軽減などのメリットがあるものと認識していま
す。
　一方、ごみを敷地内に置くことに伴うプライバシーの問題がある
ほか、収集に必要な車両と人員の確保、それに伴い増加するごみ
収集コストの財源確保など、導入にあたっては大きな課題もありま
す。
　そのため、ご自身でごみを出せない高齢者等はふれあい収集で
対応しつつ、それ以外はステーション収集方式とすることで収集効
率を高め、ごみ収集を有料化することなく現行の体制を維持して
いく予定です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【環境局資源循環政策課】

　武蔵野線南浦和駅と東浦和駅間の新駅設置につきましては、毎
年、埼玉県が取りまとめている「鉄道整備要望」及び埼玉県内の
武蔵野線沿線の自治体で構成する「武蔵野線旅客輸送改善対策
協議会」を通じ、鉄道事業者に対して要望しているところです。
　なお、ご質問にあります「新駅設置の賛否アンケート」につきまし
ては、アンケート実施の有無を含め、現在確認できる記録がなく、
当時の住民の意向を詳細に把握することは困難ですが、新駅設
置は地域住民の強い要望であるものと認識しておりますので、市
といたしましても鉄道事業者に対し、引き続き粘り強く要望してま
いります。
　　　　　　　　【都市局交通政策課（新駅の要望に関すること）】
　　　　　　　　【都市局まちづくり総務課（まちづくりに関すること）】

　武蔵野線の新駅設置につきましては、議会でも議論を重ねてい
ただいております。当該地区は区画整理地内の街区工事が進ん
でおり、将来的に人口も増加することが見込まれます。現時点で
は、埼玉県が取りまとめている「鉄道整備要望」及び埼玉県内の
武蔵野線沿線の自治体で構成する「武蔵野線旅客輸送改善対策
協議会」を通じ、鉄道事業者に対して要望をしている状況ですので
ご理解ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【南区長】

　平成28年度の「行政との意見交換会」において、谷田
公民館の補修・改善に係る質問を行い、回答では、老朽
化対策として建物の全体改修を平成31年度に実施する
予定であったが、何の動きも見られなかったため、再度
質問を行い、令和4年度の回答では、令和3年度からの
「公民館施股リフレッシュ計画」（第2期）において、令和6
年度に設計、令和7年度に工事が計画されているという
ものだった。
　ところが、一向に実施に向けた動きが見られず、近
日、Webサイトで「リフレッシュ計画」を確認したところ、今
年7月現在という工程表では、実施の順番が大幅に後回
しされ、実施時期も「設計：令和9-10年度、工事：令和
11-12年度」となっていたため、以下の点について伺い
たい。
　【質問1】
　　当初の「公民館施設リフレッシュ計画」で、現在改修
中の南浦和公民館の後の4番目であったものが、今年7
月現在の工程表では11番目となったのは何故か。
　【質問2】
　　他の公民館の改修は、設計・エ事とも各1年度なの
に、谷田公民館のみ各2年度掛かるのは何故か。
　
　谷田公民館の改修が何故このような扱いをされるの
か、納得できる回答をお願いしますと共に、一日も早い
補修・改善をお願いします。

　谷田公民館については、大谷口保育園との複合施設として改修
工事を行う予定ですが、大谷口保育園については改修工事期間
中も保育所の運営を行うことが必要なため、改修工事の実施にあ
たっては工事期間中の大谷口保育園の仮設園舎の建設を要しま
す。
　仮設園舎については、園舎用地の調査から園舎建設の計画、設
計、各種行政手続きを経て園舎建設となり、仮設園舎の運用開始
は早くても令和１１年度となることが見込まれることを踏まえ、谷田
公民館の改修工事時期を変更したものでございます。
　また、設計・工事期間については、着手の時期によっては年度を
またぐ可能性があるため、工程表では各２年度と表記しておりま
す。そのため、設計・工事がそれぞれ２年度（２４ヵ月）掛かるわけ
ではございません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【教育委員会生涯学習総合センター】

　何故、谷田公民館の改修の前に７つの公民館が先行
して改修されることになったのか。
　この谷田公民館の改修・改善については、保育園の関
係もあるから先送りにならざるを得ず、その結果として、
他の７公民館の修繕が優先されたということか。

　工程表の見直しということで、ホームページにある工程表の見直
しを行った際に、谷田公民館を含め、他にも工程表を見直した公
民館もあり、工程表の上から順番に実施するという優先順位では
ありません。
　工程表では、谷田公民館の設計や工事が繰り下げられたと見え
るかもしれませんが、同一年度内に工事を行う予定としております
ので、他の公民館の改修が優先されたというものではありませ
ん。
　　　　　　　　　　　　　　　　　【教育委員会生涯学習総合センター】

　太田窪、大谷口、明花地域及びその周辺地域の住民
が、日常生活において最も不便を感じているのは、鉄道
の駅が遠いことです。南浦和、西浦和に出るときは民間
路線バスを利用していますが、便数、乗車時間等から便
利とは言えません。最近はバス運転士が不足してきて
おり、今後減便の心配もあります。また、地域では高齢
化が進み、自家用車の利用を断念せざるを得ない住民
も今後増加するものと思われます。
　つきましては、武蔵野線の南浦和駅－東浦和駅間に
新駅を設置するよう、市は県と協力してＪＲに強く働きか
けていただきたい。

【補足】
　過去に周辺地権者を対象として、新駅設置の賛否に
ついてアンケート調査をしたと聞いたことがありますが、
年月も経過し新住民も多数います。
　住民の意向を調査するなら、調査範囲を新駅利用可
能な地域まで広げ、住民全員を対象とするアンケートを
実施していただきたい。
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（仮称）明花
駅の早期新
設について

3
谷田公民館
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善について
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　ホームページの掲載では11番目となったとしか読み取
れません。時系列的に、何年度から始めるということに
ついては順番がつきます。
　しかしながら、平成28年の当初要望時から保育園は併
設されており、その時には保育園を含めた改修の検討
はされなかったのか。少なくとも当初は令和６年度、７年
度で改修をするスケジュールが示されており、その時に
はこのようなことは想定されていなかったのか。
　

　令和3年度の計画時から保育園を担当する所管課と調整をして
おりましたが、仮設園舎の場所がなかなか見つからないということ
で、現在のスケジュールのとおり行程表の見直しを行ったもので
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　【教育委員会生涯学習総合センター】

　私ども一般市民からすると、行政が作った文書や事業
計画はしっかりと守られるべきものだと受け取っている
が、ここまでスケジュールがずれ込んでしまうのは、いろ
いろ理由があるのは承知したとしても、あまりにもないが
しろにされているとしか受け取れない。
保育園の仮園舎の用地確保の目途はついたのか。確
定までは至っていないが、候補地の目安、案のようなも
のは検討が進んでるということか。

　候補地の検討は進めているところと所管より聞いております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　【教育委員会生涯学習総合センター】

　現在、自治会運営に関する組織として「自治会連合
会」、「自主防災組織連絡協議会」、「防犯パトロール協
議会」の３組織があります。
　自治会運営行事では、各種パトロールや避難所運営
訓練を含む防災訓練も実施していますが、「自主防災組
織連絡協議会」及び「防犯パトロール協議会」の２組織
が直接かかわる内容はない状況です。また、３組織での
自治会運営統制のため、以下の課題が顕在化していま
す。

① 一つの会員団体であるにもかかわらず、自治会と自
主防災会の二本立ての組織になっているため、防災訓
練時の主体が不明確であったり、災害発生時の避難所
運営体制下での自主防災会の存在意義も不明な状況
です。また、補助金、助成金の申請も煩雑で、自治会と
自主防災会の二本立てにする必要性が見い出せませ
ん。
　② 防犯パトロール協議会では、各団体からの協賛金
を含む予算から、各団体のパトロール要員への保険の
補助をしていますが、パトロール要員を限定できない団
体もあるので不公平な状況にあります。
　以上のような現状を踏まえ、以下の内容を提案させて
いただきます。
　
　【提案】
　　「自主防災組織連絡協議会」及び「防犯パトロール協
議会」の両組織を廃止し、その機能は自治会連合会傘
下の専門部会に繰り入れ、「自治会～自治会連合会」組
織体制で一元統制された「安全、安心で災害時にも強い
まちづくり」を目指す。また、会費、協賛金や補助金、助
成金等についても必要に応じて適正化を図る。

①自治会と自主防災組織について
　自治会の役割は、互いに支え合い住みよいまちを作っていくこと
です。その中には防災の観点からの安全なまちづくりも含まれて
おり、自主防災組織を結成することもその一つですが、自治会活
動としての防災と、自主防災組織での活動の防災が混在、重複し
ていることから、訓練の主体が不明、存在意義が不明瞭といった
問題があることと思います。
　しかしながら、さいたま市では、隣接する2つ以上の自治会で一
つの自主防災組織を結成することも認めていることから、必ずしも
自治会=自主防災組織ではない自治会もございます。自治会内の
防災活動は残しつつ、隣接自治会と一緒に地区の防災活動を
行っていることとなります。そのような自治会もあることから、必ず
しも1つの自治会内で自主防災組織との二本立てとなっているわ
けではありませんが、それぞれが担う役割が分かりづらいというこ
とについては、自治会の所管課であるコミュニティ推進課、自主防
災組織の所管課である防災課にも共有してまいります。
　参考としまして、自主防災組織とは、「自分たちの地域は自分た
ちで守る」という自覚、連帯感に基づき、自主的に結成する組織で
あり、災害による被害を予防し、軽減するための活動を行う組織で
す。自主防災組織は、地域において「共助」の中核をなす組織で
あるため、自治会等の地域で生活環境を共有している住民等によ
り、地域の主体的な活動として結成・運営されることが望ましいと
されています。
　自主防災組織が日頃から取り組むべき活動としては、防災知識
の普及、地域の災害危険の把握、防災訓練の実施、火気使用設
備器具等の点検、防災用資機材の整備等があります。また、災害
時においては、情報の収集・伝達、出火防止・初期消火、住民の
避難誘導、負傷者の救出・救護、給食・給水等の活動が挙げられ
ます。

　【補足】
　「自主防災組織連絡協議会」、「防犯パトロール協議
会」がいつ、どのような経緯で発足したのか等が分かれ
ば、是非ご説明をお願いします。

防災訓練の主体について
　南区では、避難所運営訓練を実施していますが、こちらは各避
難所に避難する地域の複数の自治会が集まった、避難所運営委
員会が主体となって行う訓練です。地域の防災訓練については、
自主防災組織が行っている「自分たちの地域を自分たちで守る」
ための訓練で、主体は各自主防災組織となります。

避難所運営体制下での自主防災会の存在意義について
　避難所が開設されるような大きな災害時には、避難所運営委員
会と、避難者が協力して避難所を運営します。一方で各自主防災
組織は、情報の収集・伝達、出火防止・初期消火、住民の避難誘
導、負傷者の救出・救護、給食・給水等の活動をすることが役割と
なり、それぞれ違った役割を担っていただいており、避難所運営下
では、「自分たちの地域を守ること」を存在意義としているものと思
います。

補助金、助成金の申請の煩雑さについて
　補助金、助成金7につきましては、内容により担当する課が違う
ため、お手続きが煩雑になっていることと思います。申請書等の作
成につきましては、窓口等でご一緒に作成させていただくことや、
メール等であらかじめ提出する書類のチェックをさせていただくこ
となどで、自治会等ご担当者様の負担を少しでも軽くできるよう、
努めてまいります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【南区総務課】

3
谷田公民館
の補修・改
善について

4

自治会から
自治会連合
会まで一元
統制された
「安全・安心
で災害にも
強いまちづく
り」の推進に
ついて



番号 議題 質問の内容 回　答

令和６年度行政との意見交換会【大谷場・谷田・大谷口 地区】 12月4日（水）13:30～15:30 谷田公民館 体育室

②防犯パトロール協議会からの助成について
　防犯パトロール協議会につきましては、防犯パトロールを行って
いない自治会もあることから、強制力のある会費ではなく、活動に
賛同いただける団体のみ協賛金として、納入いただいているところ
です。
　パトロール保険につきましては、南区防犯パトロール協議会から
補助は行っておりません。
　さいたま市地域防犯活動助成金では、パトロール保険も助成金
の対象としておりますが、　こちらの助成金では、防犯パトロール
に使用する資機材のほか、防犯意識の啓発のための講習会の開
催にかかる経費など、幅広く助成しており、貴自治会にも申請いた
だいております。
　協賛金の使い道としましては、昨年度は自転車のカゴなどに掲
示することができる、「防犯パトロール実施中」の看板を作成して
おりますが、各自治会で作成するよりも、まとめて作成することで、
より安価に作成ができることがメリットであると考えております。

ご提案の内容について
　自主防災組織は、地域において「共助」の中核をなす組織であ
り、南区内の各自主防災組織が連携し、地域を守っていくために
は、「南区自主防災組織連絡協議会」は必要な組織であると考え
ております。また、廃止、一元化するよりも、自治会と共存、連携し
ていくことがより良いと考えております。
　また、どちらの組織につきましても、自治会連合会からの要望に
より、結成されたという経緯があることを申し添えます。

【補足回答】
自主防災組織連絡協議会経緯
　平成20年7月に、南区自治会連合会長より「（仮称）南区自主防
災組織連絡協議会」の設立に関する要望書」が南区長宛てに提
出され、同年10月　南区自治会連合会の主催にて「南区自主防災
組織連絡協議会準備委員会」が発足、その後2回の設立準備委
員会を経て、平成21年2月に設立総会を開催し、南区自主防災組
織連絡協議会として活動を始めております。

南区防犯パトロール協議会経緯
　平成15年12月の南区自治会連合会理事会にて、多発する犯罪
の防止と安全なまちづくりのため、「（仮称）南区防犯パトロール協
議会」を組織することを決定、平成16年1月の設立準備委員会を
経て、同年3月に南区防犯パトロール協議会発足式を開催し、活
動を始めております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【南区総務課】

　回答では団体の設立は自治会連合会から提案された
ものということなので、また１つにすることは可能ではな
いかと考えるが、当時の要望の趣旨がどのようなもの
だったか理解ができない。自分の自治会では以前会則
で防災部が設置されていたが、その後自治会連合会か
らの要望を受け、新たに団体を発足したと回答から解さ
れるが、その意図が良くわからない。要望はあくまでも
自主防災組織であり、自主防災会ではないのに、なぜ
それが自治会では駄目なのか分からない。
　自助でも共助でも、自治会にその機能を持たせれば良
いのではないか。
　何故、自主防災組織連絡協議会を作らなければなら
ないのかが理解できない。

　各自治会に自主防災組織があるのは承知のとおりだが、南区全
体を対象とした場合、南区全体で防災や防犯に取り組んでいこう
とすれば、各自治会の活動範囲では足りず、連合組織をつくらな
いと統率が取れず、各自治会がバラバラに活動していたのではま
とまらないため、組織力を上げるためにも連合組織が必要であっ
たと理解している。
　仮にこれらを自治会の傘下、部会のような形で自治会連合会が
統率していくことは、自治会連合会にとって負担である。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【南区自治会連合会】

　今の自主防災組織連絡協議会の体系を見ると、正副
会長の下に各自主防災会が位置し、いわゆる「地区」の
位置づけがない。
　この様な組織の中で、自主防災会のあり方を議論した
いときにどこですれば良いのか。
　自治会や自治会連合会は組織体系が分かれているか
ら議論できる場所があるが、自主防災組織連絡協議会
には総会しかなく、防災を強化していくといった議論がど
こでできるのか。自治会からの要望により設置された協
議会とのことだが、その目的がどこにあるのかということ
を確認したい。

　貴重なご意見ですので、区としても今後の活動に生かしていきた
いと考えます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【南区総務課】

　区といたしましても、従事していただいている方々が自治会と重
複して協力いただいている方もいらっしゃることは把握しており、大
変有難く感謝しております。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【南区長】
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番号 議題 質問の内容 回　答

令和６年度行政との意見交換会【大谷場・谷田・大谷口 地区】 12月4日（水）13:30～15:30 谷田公民館 体育室

　大谷口地区は南区の最東部に位置し、南区の住民と
いうよりは、緑区の住民に近い存在である。
　南区役所へ行く為には直行便が無く、東浦和駅か浦
和駅を経由して行く方法しかない為、南区役所へ行くの
が困難な状態にあります。産業道路に面している地域で
は、昼間は南浦和へ行く路線もありません。このため、コ
ミニュテイバスの運行路線の変更を強くお願いするもの
です。

【補足】
　コミュニティバスの運行路線変更につきましては、数年
前から申出を行い、昨年度も「行政との意見交換会」で
お願いしましたが、一向に進展しません。
　このため、さいたま市に対して嘆願書を作成し、本年
度は署名活動をし、提出することに致しました。国道17
号線を境に、西側はバス路線がかなりある為、路線を廃
止し、代わりに東側を循環するルート（別紙）を希望する
ものです。
　また、地域では75歳を超える人が約700名いる中、当
自治会では要支援者が100名を超え、免許証を返納す
る方も年々増えているのが実状です。

　本件につきましては、既に地域の方々から所管課へ直接ご相談
いただき、ルート変更等の検討に向けた協議を開始したところで
す。 　引き続き、コミュニティバス等導入ガイドラインに則り地域の
方々と連携して検討を進めてまいります。
　
                                                    　【都市局交通政策課】

　現行の路線を変更するためには、他の自治会を巻き
込んだ形で話し合いを行わなければならず、２年以上の
期間を要するものと聞いている。提案の路線、馬場先通
りを通り産業道路を左折するルート、また市民病院の要
望が多いことから、そこから直接市民病院に向かうコー
スで検討を進めている。
　また、道路の幅員などからコミュニティバスが運行でき
ないのはとの懸念があるため、場合により、すれ違いが
できる「乗合タクシー」車両で地区内を運行する２つの
ルート案で検討を進めており、次回の所管課との打ち合
わせでは図面でのルート案を含めて提案し、早めに実
現したいと考えている。

(意見として了承）

　現在、市の防災無線放送設備は、谷田小学校、大谷
口小学校、明花バス停そばに設置され、その周辺をエリ
アとしている。
　しかし、向原地区東側並びに向第二自治会の西側一
帯は窪地になっているため、市の防災無線放送が全く
聞こえない状況である。
　昨今、防災無線放送は、災害時や迷い人などの情報
機能として欠かせない設備である。地域住民に情報が
十分に行き渡るよう、子機の設置や新規設置を是非お
願いしたい。

　御指摘いただいたとおり、防災行政無線による放送は、屋外に
おいて音声で情報を伝達するという性質上、スピーカーとの位置
関係や地形、建物の立地状況などの周辺環境による様々な要因
で、内容が聞き取りづらくなってしまう場合がございます。
　従いまして、現在は、防災行政無線が聞き取りにくい地域に対し
て子局を新設するような対応はしておりませんが、「市ホームペー
ジ」や「さいたま市防災アプリ」等へ放送内容を掲載しているほか、
携帯電話やパソコンに放送内容をメールでお届けする「メール配
信サービス」や「自動電話応答サービス」(048－641－6426（通話
料は有料）)を整備し、多くの手段で放送内容を確認できるように取
り組んでおりますので、ぜひ御利用くださいますようお願いいたし
ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【総務局防災課】

　防災アプリなどは、それを使いこなせる年代の方には
有効かと考えるが、高齢者などはすぐに使うことができ
るか、直に耳に入れることが大切であると考える。
　例えば、午後の見守り活動など直接話ができる環境を
活用すれば、地域住民への情報の伝わり方も違うので
はないか。ＩＴの必要性は理解できるとしても、簡潔に分
かり易く便利なものとして欲しい。

　防災無線につきましては、本年９月定例会において同様の意見
が挙げられ、音声のハウリングによる聞き難さが指摘されておりま
す。市としては、高齢者でも登録をすればメールでお知らせが届く
方法を推奨していきたいと回答しておりますので、利用方法などは
所管に問い合わせていただければ対応できますので、皆様に周
知いただければと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【南区長】
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番号 議題 質問の内容 回　答

令和６年度行政との意見交換会【大谷場・谷田・大谷口 地区】 12月4日（水）13:30～15:30 谷田公民館 体育室

　向小学校東側の市有地は元々2,044㎡あり、市所有と
なってから約30年の間に、児童クラブや保育施設が整
備されましたが、中央部分は未利用のままです。
　今日の全国的な課題は「少子・高齢化対策」であり、公
共施設の整備については、いかに民間の協力を得られ
るかであります。前述の二施設についても、これらに基
づき設置されましたが、残るは「高齢者対策関連事業」
であり、その整備が望まれます。
　当該地は、南区と緑区の区境に位置し、東浦和駅東
通り線に面しており、広く市民の利用が可能と思いま
す。全市的立場からは施設の複合化も考えられます。
　高齢者の健康寿命を伸ばす生きがいづくりの場として
の活用を望みます。

【補足】
　当該地は、住宅公団により昭和から平成にかけて、浦
和南部区画整理事業（約50ha)の中で、幼稚園用地とし
て確保されましたが、市立の幼稚園は無いこと、私立と
しても設置希望が無いことから、公団により「民間おろ
し」という手法で住宅用地として売却の方針が示され、
急遽、当時の市長にお願いし、市で買い取っていただい
た経緯があります。
　当該地は向小学校に隣接していることから、放課後児
童クラブや保育園を民間の協力を得て開設していただき
ましたが、中央部分は未利用のままです。
　現在、草刈り等の管理は市で行っていただいており、
特に近隣からの苦情等はありませんが、早急な活用を
お願いするものです。

　当該土地は、子ども・青少年政策課が東浦和地区児童センター
事業用地として管理しております。
　しかしながら、「さいたま市公共施設マネジメント計画」において、
児童センターについては区レベルの施設として配置する方針と
なっており、南区には既に文蔵児童センターと浦和別所児童セン
ターがございます。また、近隣には尾間木児童センターもあること
から、当該土地への児童センター整備の目途は立っておりませ
ん。
　今後は、他の事業用地としての活用も含めて、庁内関係課と検
討を進めていく予定です。
　なお、今後の土地活用として、児童発達支援センターの改修工
事による一時移転が予定されております。
　
                           　　　【子ども未来局子ども・青少年政策課】

　本件土地は一般財産ではなく行政財産であり、現在は
子ども・青少年育成課が所管しているとのことだが、具
体化は進んでいないと判断している。
　さいたま市民意識調査では高齢者福祉事業の関心が
男女ともに多いということもあり、本件土地は行政財産と
いうこともあるが、所管課だけでなく福祉局や子ども未
来局、障がい者対策など所管外も含めて検討すべきと
考える。また、次期総合振興計画での位置づけも是非
検討していただきたい。

他の事業用地としての活用も含めて、庁内関係課と検討を進めて
いきます。

                                　【子ども未来局子ども・青少年政策課】
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番号 議題 質問の内容 回　答

令和６年度行政との意見交換会【大谷場・谷田・大谷口 地区】 12月4日（水）13:30～15:30 谷田公民館 体育室

　広ヶ谷戸自治会からのご質問にお答えをいたします。
　本市における開発許可制度は、都市計画法及び関係法令、ま
た、さいたま市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例
（以下「基準条例」という）に規定された基準に合致しているかを審
査のうえ、基準に適合している場合開発許可を行うものです。
　審査の基準として、都市計画法第３３条に規定された開発許可
の技術基準、及び「基準条例」により必要となる道路幅員や公共
施設等の技術基準を定めているほか、「都市計画法に基づく開発
許可等手引書」の中で、本市の開発区域に関する考え方として開
発行為の一体性及び一連性に関する解釈や運用をあらかじめ示
し、指導を行っているところです。
　また、開発行為を行おうとする場合、さいたま市開発行為の手続
に関する条例に基づき相談しなければならないと規定し、相談票
により書面による事前相談を行っております。
　当初の開発区域につきましては、相談票の書面審査を行うなか
で、同一事業者又は同一土地所有者による隣地を含めた一体性・
一連性がある開発計画である場合は、全体での開発区域による
申請をして許可を受けるよう繰り返し指導してきました。また、事業
者に対しヒアリングを行いましたが、事業者からは申請した事業区
域において開発行為を行う、旨回答があったことから、開発許可
申請の審査が終了した事業区域について開発行為を許可してお
ります。
　開発行為に対する雨水対策は、手引書の基準に基づき、事業区
域内に応じて必要となる雨水抑制量を算定のうえ地下浸透させて
いるほか、オーバーフロー分については接続先となる排水先の公
共施設管理者と協議し同意を得た上、接続を行うなど、当該開発
行為として必要な雨水抑制対策を行っております。
　ご要望として挙がっている、緑地の保存と地形の特徴を考慮した
宅地造成を踏まえた開発許可、及び安心して住めるまちづくりの
一環につきましては、都市計画法に基づく開発行為が主に民有地
における民間開発であることや、法や条例に規定されていない指
導は難しいものと考えておりますが、事業期間中に当該開発行為
に関してご相談されたい場合には、市から事業者に対し周知のう
え、対応を依頼させていただくことは可能と考えております。また、
宅地地盤に関しては関係法令により適合した上で施行を行ってお
り、専門の相談窓口の設置は難しいと考えております。
　
             　　　【都市局南部都市計画事務所都市計画指導課】

　当地区内にある4m道路の向かい側で、市が開発許可
を出して始まった宅地造成工事は、A社により現在17棟
の住宅が完成して一部は入居者が入り、更に現在はB
社が4棟を建築中である。今年度にはC社が9棟の宅地
開発の許可を市から得て標識を出した。隣接するガラ撤
去が終了した土地は、今年5月17日付でC社に19棟の宅
地開発の許可が出されたので標識が建てられ、先日よ
り地盤調査が始まっているようである。
　個々の開発計画は、接道が4mの為3,000㎡以下の規
模でしか許可が得られないが、公園や貯水槽などの付
帯施設の設置義務が無く、また、500㎡以下の開発につ
いては、市への届出が不要とされているが、全体が完成
すれば1ha近い広さとなる。
　当該土地は２方向を住宅で、１方向を通学路として利
用されている排水路で、３方向を囲まれた、湧水の出る
軟弱地盤に盛土して、長い間農地とされていた舟形の
地形の土地である。
　造成地の開発道路は、入口と出口が接道面近くで合
流する環状であり、接道面が4m道路に向けて一箇所し
か無い。
　以上のような特殊な土地に、開発の許可が出される事
に疑問を持つ。また、1年の期間を経て3,000㎡以下の開
発を繰り返す行為は、一体開発と見做せるのではない
かと思われる。
　大規模な宅地造成においては、周辺道路とのアクセス
や、本来であればこの規模で求められる開発行為にお
ける付帯公共施設（公園など）の設置など、許可や手続
きの基準による面積で行為を逃れるような申請許可に
対し、もっと精査をして欲しい。更に、申請の要らない
500㎡以下の開発があちこちでなされれば乱開発となり
得る。
　常時湧水の出ている場所がある、この広ケ谷戸の開
発された宅地造成地は軟弱地盤であり、工事の進行に
伴い、周辺では湧水の量の増加や新たな場所に湧水が
出現するなどの現象が生じている。
　この件に関する市の対応は、市民の不安を解消する
には不十分であるのが現状である。

【補足】
　令和５年９月に、市南部建設事務所開発係に自治会
員が赴き、開発許可の疑問を質問したが、開発の許可
は市条例のもとに、事業者から提出された書類によって
行われると言う話であった。
　緑地の保存と共に、広ケ谷戸の谷戸と言う地形の特
徴を考慮した宅地造成への配慮をお願いしたい。
　また、安心して住める街づ〈りの一環として、宅地地盤
に関しての専門の相談窓口の設置をお願いしたい。
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